
東京都私立高等学校等専攻科支援金交付要綱 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

３ 生 私 振 第 1 3 3 号 

  生  活  文  化  局  長   

 

第１  目的 

 こ の要綱は、 高等学校等修学支援事業費補助金（ 専攻科の生徒への修学支援） 交付要

綱（ 令和２ 年４ 月１ 日付元文科初第 1703 号） に基づき 、 東京都内に設置さ れている 私立

高等学校等専攻科（ 学校教育法第 58 条、 同法第 70 条及び同法第 82 条の規定によ り 専攻

科を設置し ている 東京都内の高等学校、 中等教育学校の後期課程及び特別支援学校のう

ち、 学校教育法第２ 条第２ 項に規定する 国立学校及び公立学校を除いた学校が設置する

専攻科をいう （ 以下「 私立高等学校等専攻科」 と いう 。）。） に通う 低所得世帯の生徒がそ

の授業料に充てる ために支給する 私立高等学校等専攻科支援金（ 以下「 専攻科支援金」

と いう 。） の交付に関し 必要な事項を定め、 教育に係る 経済的な負担の軽減を図り 、 も っ

て都民の教育の機会均等に寄与する こ と を目的と する 。  

 

第２  交付対象 

 こ の要綱に定める 専攻科支援金の交付対象は、 次の（ １ ） から （ ６ ） ま での全てに該

当する 生徒のう ち、 東京都知事（ 以下「 知事」 と いう 。） によ る 受給資格の認定を受けた

者（ 以下「 受給権者」 と いう 。） に代わって専攻科支援金を受領する 私立高等学校等専攻

科を設置する 学校の設置者（ 以下「 設置者」 と いう 。） と する 。  

  （ １ ） 日本国内に住所を有する 者 

（ ２ ） 高等学校等専攻科（ 国立学校及び公立学校が設置する 専攻科を含む。） を修了し

ていない者 

  （ ３ ） 高等学校等専攻科（ 国立学校及び公立学校が設置する 専攻科を含む。） に在学し

た期間が通算し て 24 月（ 特別支援学校専攻科は 36 月。 ただし 、 修業年限がこ れ

に満たないも の及び特別支援学校専攻科のう ち 36 月を超える 修業年限を定めてい

る も のであって、 知事が必要と 認める も のについては、 当該修業年限） を超えな

い者 

  （ ４ ） 専攻科支援金の支給を通算し て（ ３ ） で定める 期間を超えて受けていない者 

  （ ５ ） 生計維持者の収入状況に照ら し て経済的負担を軽減する 必要がある と 認めら れ

る 者と し て、 以下の算式によ り 算出さ れた額（ 算定基準額）（ 生計維持者が２ 人の

場合は、 それぞれの算定基準額について 100 円未満の端数の切捨てま で計算し た

後、 当該額を合算し た額） が以下の区分に該当する 者 

 【 算式】 区市町村民税の所得割の課税所得額※１ （ 課税標準額） ×６ ％－調整控除の

額※２  

      ※１  高等学校等就学支援金の支給に関する 法律施行令（ 平成 22 年政令第 112 号） 第１ 条第２ 項第１ 号

に規定する 所得金額等の合計額と する 。  



      ※２  政令指定都市に市民税を納税し ている 場合は、 調整控除の額に 3/4 を 乗じ た額と なる 。  

  区分１  生計維持者の算定基準額が 100 円未満である 者 

  区分２  生計維持者の算定基準額が 51,300 円未満である 者（ 区分１ に該当する 者

を除く 。）  

    ※ 地方税法（ 昭和 25 年法律第 226 号） 第 295 条第１ 項各号に掲げる 者又は同法

附則第３ 条の３ 第４ 項の規定によ り 同項に規定する 区市町村民税の所得割を課

する こ と ができ ない者については、 算式に基づき 算定さ れた額は 0 円と する 。  

※ 令和４ 年７ 月支給分以降は、 専攻科支援金の支給を受けよ う と する 生徒本人が

早生ま れであり 、 特定扶養控除の適用が他の同学年の生徒よ り も １ 年遅く なる

場合（ 生計維持者が当該早生ま れの生徒を自己の地方税法第二百九十二条第一

項第九号に規定する 扶養親族と する 場合に限る 。） は、 当該早生ま れの生徒等の

判定に用いる 課税標準額から 12 万円（ 特定扶養控除と 扶養控除の差に相当する

額） を減じ る こ と と する 。 こ の場合の算式は以下の通り 。  

【 算式】（ 市町村民税の所得割の課税所得額－12 万円） ×６ ％－調整控除の額 

※ 令和４ 年７ 月分～令和５ 年６ 月分の判定においては、 平成 15 年１ 月２ 日～４ 月１ 日生ま

れの者が該当 

     なお、 こ こ でいう 生計維持者と は、 生徒に父母がいる 場合は当該父母と し 、 生

徒に父母がいない場合又は生徒が次に掲げる 者である 場合は当該生徒（ 当該生徒

が主と し て他の者の収入によ り 生計を維持し ている 場合にあっては、 当該他の者）

と する 。  

ア 満十八歳と なる 日の前日において児童福祉法（ 昭和二十二年法律第百六十四

号） 第二十七条第一項第三号の規定によ り 同法第六条の四に規定する 里親に委

託さ れていた者又は同号の規定によ り 入所措置が採ら れて同法第四十一条に規

定する 児童養護施設に入所し ていた者 

イ  満十八歳と なる 日の前日において児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定

によ り 同法第六条の三第八項に規定する 小規模住居型児童養育事業を行う 者に

委託さ れていた者又は同号の規定によ り 入所措置が採ら れて同法第四十三条の

二に規定する 児童心理治療施設若し く は同法第四十四条に規定する 児童自立支

援施設に入所し ていた者 

ウ  満十八歳と なる 日の前日において児童福祉法第六条の三第一項に規定する 児

童自立生活援助事業を行う 者に委託さ れていた者 

エ イ 又はウ に掲げる 者に準ずる も のと し て適切と 認めら れる 者 

 

※令和３ 年度以前入学者に係る 経過措置 

令和３ 年度以前に当該高等学校等専攻科に入学し た生徒については、「 生計維

持者」 と ある のは、「 令和４ 年４ 月１ 日改正前の規定によ る 保護者等」 と 読み替

える も のと する 。  

例１ ） 令和３ 年度以前に当該高等学校等専攻科に入学し た時点で、 未成年の生徒 

令和４ 年４ 月１ 日時点で全員が成年年齢と なり 父母の親権に服さ なく な



る ため、 令和４ 年４ 月１ 日の前後において判定における 取扱いが変更と な

ら ないよ う 、 引き 続き 、「 令和４ 年４ 月１ 日改正前の規定によ る 保護者等」

（ 生徒に父母がいる が、 改正前に親権者であった者が１ 名である 場合、 当

該親権者であった者１ 名） の算定基準額によ り 判定する こ と と する 。  

例２ ） 令和３ 年度以前に当該高等学校等専攻科に入学し た時点で、 成年の生徒 

引き 続き 、 本人又は主たる 生計維持者（ １ 名） の算定基準額によ り 判定

する こ と と する 。  

 

  （ ６ ） 私立高等学校等専攻科の学科のう ち、 大学への編入学基準を満たす課程又は国

家資格者養成課程（ 特別支援学校専攻科については、 就労支援に資する 教育課程

を含む。） に通う 者 

なお、（ １ ） から （ ６ ） ま でに該当する 者が次のアから ウ ま でのいずれかに該当する と

き は、 災害、 疾病その他のやむを得ない事由がある と 認めら れる 場合を除き 、 補助の対

象と し ない。ま た、年度の途中でアから ウ ま でのいずれかに該当する こ と と なった場合、

アについては処分を受けた日の属する 月の翌月から 、 イ 及びウ については翌年度の４ 月

から 補助の対象と し ない。 設置者は、 専攻科支援金の支給を受けよ う と する 生徒が、 ア

から ウ ま でに該当し ないこ と の確認を行い、 別に定める と こ ろによ り 、 その旨を知事に

報告する こ と 。  

ま た、 既に専攻科支援金の支給を受けている 生徒がアから ウ ま でに該当する こ と を確

認し た場合も 同様と する 。  

ア 退学・ 停学（ 三か月以上のも のに限る 。） の処分を受けた者 

   ただし 、 停学処分を受けた者であって、 三か月未満の期間で復学し た者につい

ては、 処分を受けた日の属する 月の翌月から 、 処分が解かれた日の属する 月ま で

の支給をし ない（ 処分を受けた日と 処分が解かれた日の属する 月が同月の場合は、

処分を受けた日の属する 月の翌月の支給をし ない。）。  

なお、 こ の場合において、 支給期間の進行は停止し ない。  

イ  一の年度における 修得単位数が学校の定める 当該年度の標準修得単位数の５ 割

以下の者 

ウ  一の年度における 出席率が５ 割以下の者 

 

第３  専攻科支援金の額 

  専攻科支援金の額は、 支給対象高等学校等専攻科の授業料の月額に相当する 額（ 区分

２ に該当する 者については、 授業料の月額に相当する 額の１ ／２ の額） と する 。  

  ただし 、 授業料の一部又は全部が免除さ れている 場合は、 授業料債権が減額又は消滅

し ている ため、 授業料減免後の授業料債権の額が専攻科支援金の額と なる 。  

  なお、 授業料の月額に相当する 額が以下の表の補助対象上限額を超える 場合にあって

は、 専攻科支援金の額は補助対象上限額と する 。  

＜専攻科支援金の補助対象上限額＞ 



区分１  区分２  

35, 600 円 17, 800 円 

   （ 注） 通信制課程は区分１ が 12, 100 円、 区分２ が 6, 050 円 

 

第４  交付方法 

  専攻科支援金の交付は、 確定払の方法によ り 行う 。  

  なお、 知事が必要と 認める 場合には、 概算払によ り 交付する 。 概算払の時期は別に定

める 。  

 

第５  交付の申請 

  専攻科支援金の交付を受けよ う と する 設置者（ 以下「 申請者」 と いう 。 ） は、 「 高等

学校等専攻科支援金交付申請書（ 以下「 交付申請書」 と いう 。 ） （ 別記第１ 号様式） 」

に別に定める 書類を添えて、 知事に提出する も のと する 。  

 

第６  交付の決定及び通知 

  知事は、 第５ に規定する 交付申請書の提出があったと き は、 当該申請書の内容を審査 

の上、 交付の可否を決定し 、 その決定の内容及び交付の条件を申請者に通知する 。  

 

第７  交付決定内容の変更 

１  申請者は、 第６ の規定によ る 通知を受けた後、 交付決定内容を変更し よ う と する と

き は、「 高等学校等専攻科支援金変更交付申請書（ 以下「 変更交付申請書」 と いう 。 ）

（ 別記第２ 号様式）」 を、 提出し なければなら ない。  

２  知事は、 １ に規定する 変更交付申請書の提出があったと き は、 当該申請書の内容を

審査の上、交付の可否を決定し 、その決定の内容及び交付の条件を申請者に通知する 。  

 

第８  実績報告書の提出 

  申請者は、 申請に係る 私立高等学校等専攻科に通う 生徒に関する 各月初日の在学状況

が全て確定し たと き は、「 高等学校等専攻科支援金実績報告書（ 以下「 実績報告書」 と い

う 。 ） （ 別記第３ 号様式）」 を、 知事に提出し なければなら ない。  

 

第９  申請の撤回 

  知事は、 専攻科支援金の交付の決定に際し ては、 交付決定の内容又はこ れに付し た条

件に異議がある 場合は、 当該決定通知の受領の日から 14 日以内に申請の撤回をする こ と

ができ る 旨を通知する も のと する 。  

 

第 10 交付の条件 

専攻科支援金の交付の決定に当たっては、 交付の目的を達成する ため、 次に掲げる 条

件を付する も のと する 。  



（ １ ） 専攻科支援金は、 受給権者の授業料に充当する も のと し 、 こ の目的以外に使用し

てはなら ない。  

（ ２ ） 専攻科支援金を受給権者の授業料へ充当する に当たっては、 法の趣旨を踏ま え、

適正に処理をし なければなら ない。  

（ ３ ） 設置し ている 私立高等学校等専攻科に当該年度中在学し た全ての受給権者に関す

る 各月初日の在学状況については、 会計年度ごと に４ 月１ 日から 翌年３ 月 31 日ま で

に確定し なければなら ない。  

（ ４ ） 知事が職員をし て、 専攻科支援金についての関係書類を調査さ せた場合又は専攻

科支援金の支給事務についての遂行状況その他必要な事項について報告を命じ た場

合は、 申請者は、 こ れに応じ なければなら ない。  

（ ５ ） 知事は、（ ４ ） によ る 調査又は報告によ り 、 専攻科支援金が交付決定の内容又はこ

れに付し た条件に従って遂行さ れていないと 認める と き は、 こ れに従って遂行すべ

き こ と を命ずる も のと する 。  

（ ６ ） 申請者は、（ ５ ） の命令を受けた場合は、 知事の指定する 期日ま でに、 専攻科支援

金について交付決定の内容又はこ れに付し た条件に適合さ せる ための措置を採ら な

ければなら ない。  

（ ７ ） 申請者は、 第５ 、 第７  １ 又は第８ の規定によ り 提出し た書類の内容に錯誤があ

る こ と が判明し た場合は、 速やかにその内容について文書によ り 知事に報告し なけ

ればなら ない。  

 

第 11 専攻科支援金の額の確定 

  知事は、 第８ の規定によ る 実績報告書が提出さ れたと き は、 当該報告書の内容を審査

の上、 その報告の内容が専攻科支援金の交付の決定の内容及びこ れに付し た条件に適合

する と 認めたと き は、 交付すべき 専攻科支援金の額を確定し 、 申請者に通知する 。  

 

第 12 是正のための措置 

知事は、 第 11 の規定によ る 審査によ り その報告の内容が専攻科支援金の交付の決定の

内容若し く はこ れに付し た条件又はこ の要綱に定める 事項に適合し ないと 認める と き は、

こ れに適合さ せる ための措置を命ずる こ と ができ る 。  

 

第 13 専攻科支援金の精算 

申請者は、 第 11 に規定する 通知を受けた後、 概算払によ り 交付を受けた専攻科支援金

の精算をする も のと する 。  

 

第 14 決定の取消し  

１  知事は、 交付の決定を受けた申請者が、 次の（ １ ） から （ ７ ） ま でのいずれかに該

当し た場合は専攻科支援金の交付の決定の全部又は一部を取り 消すこ と ができ る 。  

（ １ ） 偽り その他不正の手段によ り 専攻科支援金の交付を受けた場合 

（ ２ ） 専攻科支援金を他の用途に使用し た場合 



（ ３ ） 専攻科支援金の交付決定の内容又はこ れに付し た条件に違反し た場合 

（ ４ ） 法令の規定又はこ の要綱に基づく 命令に違反し た場合 

（ ５ ） 第５ 、 第７  １ 又は第８ の規定によ り 提出し た書類に、 不実の記載があった場

合 

（ ６ ） 第 10 （ ７ ） に規定する 報告を受けた場合 

（ ７ ） その他やむを得ないと 認めら れる 特別な事情が生じ た場合 

２  １ の規定は、 第 11 の規定によ る 専攻科支援金の額の確定があった後においても 適用

する こ と ができ る も のと する 。  

 

第 15 専攻科支援金の返還 

１  知事が、 第 14 １ の規定によ り 専攻科支援金の交付の決定を取り 消し た場合におい

て、 当該取消し に係る 部分に関し 、専攻科支援金が交付さ れている と き は、 申請者は、

知事が指定する 期日ま でに、 当該取消額を返還し なければなら ない。  

２  知事が、 第 11 の規定によ り 専攻科支援金の額を確定し た場合において、 既にその額

を超える 専攻科支援金が交付さ れている と き は、 申請者は、 知事が指定する 期日ま で

に、 当該超過額を返還し なければなら ない。  

 

第 16 違約加算金及び延滞金 

１  知事が、 第 14 １ の規定によ り 、 専攻科支援金の交付の決定の全部又は一部を取り

消し た場合において、 専攻科支援金の返還を命じ たと き は、 申請者は、 専攻科支援金

の受領の日から 納付の日ま での日数に応じ 、 当該専攻科支援金の額（ その一部を納付

し た場合における その後の期間については、 既納額の控除し た額） につき 、 年 10. 95

パーセント の割合で計算し た違約加算金（ 100 円未満の場合を除く 。） を納付し なけれ

ばなら ない。  

２  知事が、 申請者に対し 専攻科支援金の返還を命じ た場合において、 申請者がこ れを

納期日ま でに納付し なかったと き は、 申請者は、 納期日の翌日から 納付の日ま での日

数に応じ 、 その未納付額につき 、 年 10. 95 パーセント の割合で計算し た延滞金（ 100 円

未満の場合を除く 。） を納付し なければなら ない。  

 

第 17 関係書類等の整備 

  申請者は、 専攻科支援金の支給事務に係る 関係書類等を整備し 、 交付年度の翌年度か

ら ５ 年間保存し なければなら ない。  

 

第 18 補則 

  こ の要綱に定める も ののほか、 専攻科支援金の交付に関し て必要な事項は、 法、 同法

施行令、 同法施行規則（ 平成 22 年文部科学省令第 13 号）、 東京都補助金等交付規則（ 昭

和 37 年東京都規則第 141 号） 及び生活文化ス ポーツ局私学部長が別に定める と こ ろによ

る 。  

 



附 則（ ３ 生私振第 133 号）  

１  こ の要綱は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  こ の要綱によ る 東京都私立高等学校等専攻科支援金交付要綱の規定は、 こ の要綱の

施行の日以後に交付の決定があった専攻科支援金について適用し 、 同日前に交付の決

定があった専攻科支援金については、「 東京都私立高等学校学び直し 支援金交付要綱」

（ 平成 29 年３ 月 31 日付 28 生私振第 1779 号） の規定によ る 。  

 

附 則（ ３ 生私振第 633 号）  

１  こ の要綱は、 令和３ 年６ 月 14 日から 施行する 。  

２  こ の要綱によ る 東京都私立高等学校等専攻科支援金交付要綱の規定は、 令和３ 年７

月分以降の月分の専攻科支援金の支給について適用する 。 令和３ 年６ 月分以前の月分

の専攻科支援金の支給については、 なお従前の例によ る 。  

 

附 則（ ４ 生私振第 130 号）  

１  こ の要綱は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  令和３ 年度以前に当該高等学校等専攻科に入学し た生徒については、 第２  （ ５ ）

中「 生計維持者」 と ある のは、「 令和４ 年４ 月１ 日改正前の規定によ る 保護者等」 と 読

み替える も のと する 。  

 


